
芸 術 文 化 振 興 ビ ジ ョ ン 改 定 の 背 景

(1)人口構造の変化
①本格的な人口減少社会の到来
②少子高齢化の進展
③人口の偏在化
④世帯人員の減少

(2)価値観や豊かさの変容
①心の豊かさの重視、社会貢献意識の高まり
②停滞する生活の向上感、満足感
③顕著な雇用格差

(3)情報化の進展
①生活に浸透する情報通信技術
②コミュニケーション手段の多様化

(4)公と民をめぐる変化
①地域づくり活動の拡大と担い手の多様化
②市町合併の進展
③地方分権改革の進展と関西広域による自立的な圏
域形成の動き

④行財政構造改革の取組

(1)拠点施設の整備
H17.10 芸術文化センター開館
H17.10 陶芸美術館開館
H19.10 考古博物館開館
H24.11 横尾忠則現代美術館開館

(2)新たな事業展開
①新進若手芸術家の発掘・育成
・ひょうごｱｰﾃｨｽﾄｻﾛﾝ設置（H18～）
②地域で多様な“場”を育て拡げる
・芸術文化ｾﾝﾀｰ管弦楽団ｱｳﾄﾘｰﾁ活動（H20～）
③青少年の芸術文化鑑賞機会の提供
・芸術文化ｾﾝﾀｰわくわくｵｰｹｽﾄﾗ（H18～）
・ﾋﾟｯｺﾛわくわくｽﾃｰｼﾞ（H22～）
④地域の文化、伝統文化の継承・発展の支援
・ふるさと芸術文化発信ｻﾎﾟｰﾄ事業（H18～）
・ふるさと芸術文化振興事業(H18～)
・伝統文化体験ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（H18～）・体験教室（H19～）

(1) H13.11 文化芸術基本法制定
H14.12 第１次基本方針
H19.2 第 2次、H23.2 第 3次基本方針

第 3 次：「文化芸術の振興を国の政策の根幹に据
え、『文化芸術立国』をめざすべき」

(2) H24.6 劇場、音楽堂の活性化に関する法律制定
(3) H24.9 古典の日に関する法律制定
(4) H26.3 文化芸術立国中期プラン公表

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ開催の 2020 年までを文化施策振興の
ための『計画的強化期間』と位置づける
「～2020 年に日本が『世界の文化芸術の交流のハ
ブ』となる～」

(5)H26.3第 4次基本方針策定に向けて文化審議会へ諮
問

基本目標

芸術文化立県
ひょうご

芸術文化が暮らしに息づき、
芸術文化で人や地域を元気に
する社会の実現

◎４つの基本方向
(1)芸術文化を創造・発信する
(2)芸術文化の“場”を育て拡

げる
(3)文化力を高め、地域づくり

に活かす
(4)みんなで支え、総合的に取
り組む

○芸術文化の意義
(1) 阪神・淡路大震災の教訓
・大震災の中で芸術文化が被災
者を癒し、元気づけた。芸術
文化が県民の暮らしに欠かす
ことのできない公共財である
ことが明確になった。

(2) 芸術文化の意義

ア 人間にとっての意義
・ 人々を癒し明日への希望や
勇気をもたらす
・「想像力」や「表現力」など
が自らの人生を生きていくた
めの基礎的な能力を育成
イ 社会にとっての意義
・地域コミュニティの一体感
や連帯感を醸成
・人類共通の美や感動体験に
よる世界の人々との共生
・21 世紀の成熟社会にふさわ
しい新しい産業の振興や、既
存産業の高付加価値化を促進

○芸術文化の範囲
文化芸術振興基本法が対象とす

るもののほか、芸術文化の振興、
特に芸術文化を通じたひとづく
り、産業づくり、まちづくりを進
めるに当たって重要となる幅広い
文化を対象とする。
○ビジョンの役割
県 ：県民・団体などの参画と協働

を基本に、国や市町との適切
な連携関係を築きつつ、総合
的・計画的、かつ、効率的・
効果的な施策展開を図る指
針とする

市町：県との密接な連携による効
果的な芸術文化を進める指
針とする

県民・団体：自主性・主体性を最
大限に発揮しながら、芸術文
化活動や活動支援を行う場
合の指針とする

○想定年次
2010～2015（H22～27）年頃を想
定年次とし、必要に応じて随時見
直す

本県の芸術文化施策の進展(主なもの)

１ 芸術文化予算（他府県比較）
（※文化施設建設費・文化財保護経費除く）

２ 芸術文化関係施設

３ 兵庫県民の芸術文化に対する意識

日常生活における文化芸術の体験・活動の重要性 地域の文化的環境を充実させるために必要なもの 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

この１年間に鑑賞した芸術文化              この１年間に自ら行った芸術文化活動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

国の芸術文化施策の動向 
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県民一人あたり芸術文化予算（円）

※16 大都道府県（東京都及び政令指
定都市を有する道府県）における比較 
県民一人あたりの芸術文化予算は 
第１位！！ 
総予算で第２位！！ 

県立芸術文化施設入館者数の推移
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考古博物館オープン

芸術文化センター・
兵庫陶芸美術館オープン

歴史博物館リニューアル

横尾忠則現代美術館オープン

（※芸術文化センター・尼崎青少年創造劇場・県立美術館・歴史博物館・考古博物館・横尾忠則現代美術館・兵庫陶芸美術館の合計入館者数） 
（人） 

時代潮流の変化 

〔（資料）文化庁「地方における文化行政の 
状況について」〕 

現行ビジョンの概要 

現行ビジョン策定以降の動き 

芸術文化に関する主要データ 
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内閣府「国民生活に対する世論調査」（平成 2１年 11 月）と県民モニター
第 3 回アンケート調査（平成 25 年９月～10 月）の比較 
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文学、音楽などの創作

文化的行事開催のための支援

子どもの芸術文化体験支援

歴史的な建物や遺跡などを保存・活用するた

めの支援活動

文化施設における支援活動
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舞踊（バレエ、ダンス等）

メディア芸術（アニメーション映画等）

伝統芸能（能楽、文楽、歌舞伎等）

大衆芸能（落語、漫才等）

演劇（現代劇、人形劇等）

音楽（コンサート、オペラ等）

映画（アニメーションを除く）

歴史的な建物や遺跡など文化財

美術（絵画、彫刻、工芸、写真等）

鑑賞したことがある

国

県

38.9%

20.0%

28.6%

23.8%

28.3%

9.6%

10.7%

49.9%

47.5%

45.2%

44.2%

40.2%

24.4%

21.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

子どもが芸術文化に親しむ機会

公演、展覧会、芸術祭等の文化事業

地域の伝統芸能や祭り等の継承・保存

歴史的な建物や遺跡などを活かしたまちづくり

文化施設の整備・維持

芸術家の積極的活用

芸術家や文化団体の活動支援
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※H23 決算ベース 


